
労働災害発生時の事業主の報告義務 

労働災害発生時の対応 

所轄労働基準監督署 所轄警察署 

報
告 

報
告 

被災者所属事業場 家族 

発注者 

報 

告 

連絡 

災害の発生 

緊急時の対応 

 被災者の救出を優先 
 直接関係する設備・機械の運転中止 
 二次災害防止の措置 
 応急手当を行い、指定病院に搬送 
 立入禁止措置 
 現状保存 
 状況により作業中止命令、避難命令 

現場 
災害速報 

 発生日時 
 発注者名、工事名称、工事事務所名、
統括安全衛生責任者名 

 被災者の氏名、年齢、性別、職種、入場
後日数、経験年数 

 被災者の所属事業場名（一次、二次等
の系列） 

 傷病名、傷病の部位（負傷程度等） 
 労働災害発生状況の概要 
 処置の方法（病院名等） 
 労災保険手続き関係 
 発注者等への報告経緯 

安全部門 

施工担当部門等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働災害が発生した場合、被災者の事業主は、労働者死傷病報告書を所轄

労働基準監督署へ遅滞なく提出することが義務付けられています。 

（労働安全衛生法第１００条、労働安全衛生規則第９７条） 
 

休 業 日 数 死亡又は休業４日以上 休業１日～３日 

書 式 様式第２３号 様式第２４号 

提 出 時 期 遅滞なく 

  1月～ 3月発生分： 4月末 

  4月～ 6月発生分： 7月末 

  7月～  9月発生分： 10月末 

 10月～ 12月発生分： 1月末 

提 出 者 事業主 

提 出 先 所轄労働基準監督署 
 


